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Ⅰ.『新型コロナウイルス』に感染しないために！
　新型コロナウイルス感染の“緊急事態宣言”から石川県も解除されましたが、今をもって全く

安心は出来ません。住民一人一人が“うつらない；うつさない”の心掛けで注意をしましょう。

『密閉・密集・密接』の“３密”を避け、「手洗い・咳エチケット・消毒・マスク着用」の実行を！

Ⅱ．新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染の活動自粛影響と行事中止の案内

① 前期のみ『町会費の３０％減額』を実施します
　石川県もコロナウイルス感染予防対策を要請される“緊急事態宣言”に指定され、活動、移動

が自粛され、社会経済が厳しい状況になりました。その状況に追随して住民の皆様も厳しい状況

になっていると思います。この状況を鑑み、５月度の町会役員会で「町会費の納付」について討

議しまして、“前期のみですが町会費の３０%を減額しましょう”と言う決定をいたし
ました。粟生町会の運営も厳しい状況になりますが、お互いに我慢すべき所は我慢して、痛みを

共に分かち合い、住民の皆さま方と町会との“共存共栄”のために頑張りましょう！

　少ない減額で申し訳ないですが、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

尚、３０％減額計算なので細かい数字が出て来ますが、四捨五入で１,０００円単位にしますと、

金額に不公平が出ると考えられますので、１００円単位での金額になります。当日の納付会場は

混雑が予想されますので、町会費の“つり銭”が要らないように定額での納付をお願いします。

又、“密集・密接”を避けるために、出来得る限りＪＡ能美さんでの振込をお願い致します。

② 町会費の『納付日を変更』します

当初の予定日:６月２１日(日)を

７月５日(日)に変更します
　５月度の町会役員会で“町会費の３０％減額”が決定しましたので、「町会費の金額訂正」の

再事務作業を行わなければなりません。皆さまへの通知期間を逆算しますと、現行の６月２１日

(日)納付日予定には間に合いませんので、２週間後の７月５日(日)に予定を変更させて頂きます。

③ ７月５日(日)の『生活用水一斉川掃除』を中止します

④ ８月８日(土)の『粟生じょんがら夏祭り』を中止します
　住民の皆さんが楽しみにしている『粟生じょんがら夏祭り』を、

現在の新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染状況では中止をせざるを得ません。誠に

残念です。来年は心置きなく“挙行”出来る事を願っています。


